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はじめに 
 

 本年(令和８年)は、昭和元(1926)年から起算して満 100年にあたる。 
 
 昭和時代を振り返ると、長い戦時体制及び戦後復興下で乱伐、過伐が進み、我が国の

戦後の森林は大きく荒廃し、昭和 20年代及び 30年代には、各地で大型台風等による

大規模な山地災害や水害が発生。昭和 21年、22年に全国を対象に行われた荒廃地調

査によると約 30万 haの荒廃地が存在したとされている。 

 これを受け、昭和 29(1954)年には「保安林整備臨時措置法」の制定により、流域ごと

に保安林配備が推進され、国土保全の制度的礎が築かれ、昭和 35(1960)年には「治山

治水緊急措置法」が制定され、計画的な治山事業の実施へと引き継がれた。 
 
 それ以降、治山計画の立案に関わる行政関係者、調査測量会社及び事業体等の治山技

術者、研究機関や学識経験者などの全ての関係者による尽力により、治山技術の発展

とともに全国的に森林の回復が進んだことで、山地災害の発生は歴史的にみれば大幅

に減少し、我が国の森林は量・質両面での成熟期を迎えている。 
 
 具体的な数字をみれば、上述の「治山治水緊急措置法」制定前年までの５か年(昭和

30年～34年)の年平均で、全国合計約 1.1万 haの新規崩壊が発生していたのに対し、

令和の時代に突入した近年(平成 30年～令和４年)の年平均では同約 320haとなってい

る。単純な比較は出来ないが、崩壊の発生面積は、戦後まもない時期と比較し３％に

抑えられている。さらに、近年学術的にも、成熟した森林は、若い森林と比較し、よ

り規模の大きい豪雨に対して崩壊発生まで耐えることが明らかにされた。 
 
 他方、気候変動の影響に伴い、ひとたび森林の機能を超えるような豪雨がもたらされ

た場合、地域単位で激甚な山地災害が発生している。近年の例では、平成 29年７月九

州北部豪雨、平成 30年７月豪雨(西日本豪雨)、令和元年東日本台風及び令和２年７月

豪雨が挙げられ、こうした災害を踏まえ、政府の国土強靱化対策の法整備、重要イン

フラや集落の保全等に資する治山事業への予算措置が講じられている。 

さらに、気候変動の影響は豪雨の激化にとどまらず、猛暑や強風、極端な少雨期によ

る乾燥の増加など多岐にわたる。 
 
 くわえて、令和６年能登半島地震及び、それに続きわずか８か月後に奥能登地域に記

録的な豪雨がもたらされた、複合的な要因による山地災害の発生、岩手県大船渡市を

はじめとする大規模林野火災の発生、夏季の高温に伴う松くい虫被害の拡大、シカ食

害の顕著化など、山地防災力の低下を招く様々な課題に直面している。 
 
 更には、我が国は人口減少等の社会的変化や物価高等の経済情勢の変化にも直面し、

治山対策の担い手の確保など事業の円滑な実施に向けた課題もみられる。 
 
 治山対策は、森林の維持・造成を図るものであり、その事業効果が工事を実施した箇

所に留まらず広くもたらされることが特徴的である。 
  
 本検討会では、こうした背景を踏まえ、現地調査を含む４回の議論を行い、治山対策

の計画的・継続的な実施により、地域の安全・安心が確保されるために必要な施策を

とりまとめた。 
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１．現行の森林・林業基本計画期間における取組状況 
 

（治山対策の位置づけについて） 

・林野庁では、令和２年９月に「豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方に関する

検討会」（座長:石川芳治 東京農工大学名誉教授）を設置し、森林の有する機能の発

揮状況やこれまでの施策の評価を行った上で、今後さらに激甚化する山地災害・洪

水被害に対して重点的に取り組むべき治山対策の方向性を「森林の土砂流出防止機

能・洪水緩和機能の維持・向上のための対策」としてとりまとめた。（令和３年３月

とりまとめ）その概要は以下のとおりである。 
 

 森林の土砂流出防止機能を維持・向上させるための対策 

・尾根部崩壊対策：災害履歴がある箇所等を対象としたリモートセンシング技術 

による微地形の把握や崩壊予兆の監視、発生抑制対策 

    ・渓流侵食対策 ：タイプの異なる治山ダム（土石流に耐えうる治山ダムと、小 

規模治山ダムの階段状配置や高密配置）の効果的な配置 

    ・同時多発化対策：危険度が特に高い山地災害危険地区約 1.36万地区の着手率

向上と既存ストックの有効活用 

 森林の洪水緩和機能の維持・向上対策等 

流域治水の取組と連携し、雨水の流出遅延効果の発揮に向けた対策等を進めるた

め、以下の取組を進めた。 

・森林整備と簡易土木工法（等高線状の筋工設置等）の組み合わせ対策の面的 

推進 

・河川の流路断面を閉塞させないよう流木・土砂流出抑制対策の推進 

 近年の山地災害の激甚化や今後の気候変動に対応していくための、山地災害危険

地区に関する判定情報の調査分析や精度向上の推進 

・こうしたとりまとめ内容については、「森林・林業基本計画」（令和３年６月閣議決 

定）に反映し、対策の推進を図ることとした。 
 
（治山対策の取組状況） 

① 国土強靱化５か年加速化対策の取組 

・令和３年度から令和７年度の５か年を実施期間とする政府全体の国土強靱化対策に

治山対策を位置づけ対策を重点的に進めた。その際、KPIとして、「現時点で把握し

ている土石流等の山地災害等リスクが高い山地災害危険地区（約 13,600地区）の実

施率(令和２年度:65%→令和７年度:80%)」を定め、治山ダムなどの施設が未配備と

なっている危険地区の解消を進め、目標の達成が図られた。 

・また、各地において、こうした対策等により設置した治山施設が、豪雨災害等の際

に、土砂・流木の流出を抑制する効果を発揮したことも確認されている。 
 

② 流域治水の取組と連携した「土砂・流木の流出抑制」「森林の保水力向上」対策の

推進 

・全国 109の１級河川全ての流域治水プロジェクトに「森林整備・治山対策」を位置

づけるとともに、関係 16府省庁の連携により定めた「流域治水推進行動計画」（令

和３年７月）において、治山対策の役割として「土砂・流木の流出抑制」「森林の保
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水力向上」の２つを位置づけた。 

・こうした位置づけを踏まえ、全国において、流木捕捉式治山ダムや山脚固定により

山腹を保全する不透過型治山ダムの設置、筋工と組み合わせた保安林整備の実施な

ど、これら二つの効果を一体的に発揮するための対策を進め、令和３年度～７年度

の５年間において、累計で約 8,600箇所（参考：年間の治山事業実施箇所 約 2,500

箇所）での対策を進めた。 

・なお、山地における等高線状に沿った筋工の設置が、浸透・保水機能の向上に与え

る効果を定量化する取組を行うとともに、こうした筋工の面的配置を支援する補助

メニューを創設し、各地での対策を進めた。 
 

③ 山地災害危険地区の全国一斉再点検の実施 

・令和４年～５年に、有識者検討会を開催し、山地災害危険地区の点数評価の見直し

の検討を行った。この検討を経て、新たに、ゼロ次谷の把握、森林整備の混み具合

及び流木災害の危険度が高い渓流の把握、の３つの視点を評価に加味することと

し、山地災害危険地区調査要領の改正を行った。 

・この見直しを踏まえ、令和６年～７年に全国一斉に山地災害危険地区の再点検を実

施した結果、山地災害危険地区数は、従来の約 19万地区から約 21万地区に（令和

８年３月時点の見込み値）、うち国土強靱化対策の対象となる最も危険度の高い箇所

は、約 1.36万地区（P2 ①の記載参照）から約 1.5万地区にそれぞれ増加した。 
 

④ 激甚な山地災害における国直轄による集中的な復旧整備 

・平成 29年７月九州北部豪雨、平成 30年７月豪雨(西日本豪雨)、令和２年７月豪雨

に加え、令和６年能登半島地震及び同年９月の奥能登豪雨では、大規模かつ広域に

わたる山地災害が発生した。 

・こうした災害により、重要インフラや集落が甚大な影響を受け、被災地域の復旧・

復興には集中的な対応が必要であったことから、関係県からの要請も踏まえ、国直

轄による復旧を進めた。 
 

２．近年の山地災害の発生状況と顕在化した課題 
 
（山地災害の発生状況） 

・直近 10年間(平成 27年～令和 6年)の山地災害の発生状況は、年平均被害箇所数約

1,840箇所、被害額約 770億円となっている。また、豪雨災害については、これまで

災害の少なかった地域でも多発している。例えば、山地災害被害額(地震災害を除

く)でみると、平成 27年～令和元年の５年間では宮城県、栃木県、長野県で、令和

２年～６年の５年間では秋田県、山形県、石川県で、それぞれ被害額 100億円(５年

間合計)を超える被害が発生するなど、山地災害の発生が全国化している。 

・近年の山地災害の発生の特徴や対応に当たっての課題について以下列挙する。 
 
（複合的な要因による山地災害の発生） 

・令和６年能登半島地震では、甚大な山地災害が発生したことに加え、その影響が残

った状態で、かつ復旧事業がようやく進捗し始めた中で、同年９月に記録的な豪雨

(奥能登豪雨)がもたらされた。これにより、地震発生後には山地の上流で留まって
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いた土砂・倒木が、豪雨により土石流となって生活圏域に流出するなどし、能登地

域が再度甚大な被害を受けた。 

・こうした能登地域での災害を踏まえると、今後、広域にわたって同時多発的に山地

災害が発生した場合にあっては、 

 被災地域がその後の豪雨等によって被害が拡大しないよう、短期間でより多く

の箇所の安全性を高めること 

 被災地域（自治体、地元関係者）に対して、山地の情報を早期に提供し、再度

の被災を防止・軽減すること 

が重要である。 
 

（山地防災力の面的な低下） 

・令和７年２月、岩手県大船渡市において約 3,400haもの森林が被災する林野火災が 

発生した。また、令和６年７月、滋賀県米原市の伊吹山では、シカ食害に伴い裸地

化が進行した山地斜面で、毎年発生するような大雨により土石流災害が発生した。

シカ食害による裸地化の進行は、各地で課題となっている。 

・こうした事例のように、裸地化の進行により山地防災力が面的に低下する場合、 

ひとたび大雨がもたらされると山地災害の発生リスクが高まる。 

・気候変動の影響は豪雨の激化のほかにも、強風・乾燥の増加リスク（大規模林野火

災が発生しやすくなる可能性）が指摘されている中、山地防災力を面的に低下させ

ない対策を講じていくことが課題である。 

・さらに、夏季の高温少雨等に伴う松くい虫被害の拡大（根系の腐朽による森林の機

能低下の懸念）や、冬期の急激な気温上昇に伴った融雪による山地災害の発生な

ど、気候変動に伴う山地災害への対策も課題となっている。 
 

（対策の実施を取り巻く課題） 

① 社会的変化への対応 

・山地災害危険地区のうち、人家 10戸以上を保全対象としている地区の数は、平成 29

年が 75,242地区であったのに対して、令和５年では 75,139地区とほぼ横ばいで推

移している。（参考：同期間における我が国の人口は約２%減少している） 

・他方、「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」(令和２年:総務省・ 

国土交通省)によると約 3,200の集落が「10年以内に消滅する可能性」あるいは 

「いずれ消滅する可能性」と予測されている。 

・治山事業は、森林の機能を維持・向上させ、山地災害の防止のみならず、水源の涵 

養や生活環境の保全を図る重要な国土保全施策の一つであり、流域全体に対して広 

く恩恵をもたらすものである。 

このため、今後、治山工事により直接的に保全する対象が減少した場合であって 

も、森林の機能の維持・向上等の流域保全の観点にも立ってどのような対策が必要 

なのか検討すべきである。 

・また、大規模な山地災害の発生は、地域産業にも重大な影響を及ぼすものであり、 

生業再建に向けた早期の復旧が課題となっている。ひとたびこうした災害が発生す 

れば、例えば、平成 16年の新潟県中越地震や令和６年能登半島地震の発災後のよう 

に、一時的な避難による人口の流出（集落の離散）が進むケースがある。また、能 
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登半島の被災地域では、令和６年能登半島地震やその後の奥能登豪雨による山腹崩 

壊等により大量の土砂が生産されたことから、下流域への土砂流出が断続的に発生 

しており、生業再建に向けた課題となっている。 

・こうした状況を踏まえ、被災地域が早期に復旧・復興し、住み慣れた元の地域での 

生活や生業を再建できるよう、関係機関と連携しながら計画的に治山対策を進めて 

いくことが極めて重要である。 

・なお、森林所有者の世代交代等による不在村化の進展などにより、事業実施に関連 

する森林の所有者が特定できないなどの事由で、治山工事(災害復旧工事)の同意取 

得が困難となっているケースもみられる。こうした社会的変化を踏まえ、平時のう 

ちに、地域関係者が一体となって山地防災力の維持・向上を図るなど、地域防災体 

制の構築も課題である。 
 

② 施工現場を取り巻く状況変化への対応 

・治山事業を担う建設業界は、全産業と比較して高齢化が進んでいることに加え、

元々、条件不利地で実施する事業である中、山地災害の激甚化に伴って、例えば、

尾根部付近から流下距離の長い崩壊が発生し、急傾斜地での作業の増加や、資材の

運搬が困難となるケース、土工量が増加するケースが各地でみられ、こうした事情

により工事の完成までに要する期間が長期化する例もみられる。 

・くわえて、週休２日の確保徹底や猛暑日の増加に伴った熱中症対策を適切に講じる

などにより、工事を実施する事業体における、より一層の労働環境の改善・労働安

全の確保が極めて重要となっている。 

・他方、治山事業の実施主体となる都道府県における林務担当職員数は減少傾向(令和

６年の職員数は平成 17年比で２割減)にあるとともに、最も地元関係者と顔が見え

る関係にある市町村においては、約４割で林務専属の担当職員が在職していない状

況となっている。 

・こうした中、事業実施の効率化に向けた取組も進められており、 

例えば、工事現場での工夫としては、二次製品や ICT建機の活用による事業期間の

短縮、遠隔臨場の実施、UAVを活用した急斜面での現地調査や資材の運搬などが進め

られている。 

また、事業計画の作成での工夫としては、レーザ測量データの活用による現地調査

の省力化などが進められている。 

・今後、豪雨の激化により、ひとたび山地災害が発生すれば大規模かつ広域にわたる

ケースも想定される中、限られたマンパワーにより、安全で効率的な方法により地

域の安全性向上を図っていくことが必要である。 
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３．今後の施策の方向性について 
 
・平成 29年７月九州北部豪雨以降、平成 30年７月豪雨や令和元年東日本台風など各

地において激甚な災害が相次いで発生している中、その都度、治山対策の強化に向

けた技術的なとりまとめを行い、被災地域の復旧に加え、国土強靱化対策予算を活

用した全国での対策を進めてきた。 

・こうした中、豪雨の激化等の気候変動に伴い新たに生じた課題、災害の激甚化や担

い手の減少など事業実施環境に変化が生じていることなどを踏まえ、今後の治山対

策の円滑な実施に向けた施策の方向性について、次の５つの視点でとりまとめた。 

(1)災害の激化への対応、複合的な要因による山地災害への対応 

(2)自然的・社会的変化に応じた予防治山対策 

(3)流域保全の対策 

(4)事業実施の効率化 

(5)中期的な視点による技術開発等 
 

(1)災害の激化への対応、複合的な要因による山地災害への対応 

・令和８年度からの「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づき、山地災害危険地区の

うち災害危険度の高い箇所における対策完了率の向上に取組むとともに、以下の対策

を進めていくべきである。 
 

（国直轄による集中的な復旧整備による被災地支援） 

・豪雨や地震に伴って、大規模または広域にわたる山地・渓流の荒廃が発生した場合、

国（林野庁）では、ヘリコプター調査による災害の全体像把握、現地への職員派遣に

よる復旧方針の策定支援などの初動支援を行っている。くわえて、関係都道府県から

の要請も踏まえ、民有林において国直轄による山腹崩壊地等の復旧対策を実施してき

ている。 

 例えば、 

(1)平成 20年岩手・宮城内陸地震や平成 23年紀伊半島大水害のように１箇所で大規模

な地すべり、山腹崩壊が発生したケース 

(2)平成 29年７月九州北部豪雨(激甚な流木災害)、平成 30年７月豪雨(重要インフラ

に影響を及ぼす土石流の多発)のように面的に激甚な被害が発生したケース 

(3)令和６年能登半島地震のように１箇所の被災規模が大きく、かつ面的に被災したケ

ース（上記(1)、(2)の両方に該当） 

のような災害に対して直轄による復旧を実施してきている。 

・また、東日本大震災や平成 28年熊本地震、令和２年７月豪雨(球磨川水害)では、同災

害が「大規模災害からの復興に関する法律」で規定する「特定大規模災害」に指定さ

れたことを受け、災害復旧事業を国が県に代わって直轄で実施する、いわゆる「直轄

代行」による復旧を進めた。  

・こうした事業の実施に当たっては、国がこれまで全国各地で経験した様々な災害復旧

のノウハウ（例えば、大量の現地発生土を活用した治山ダムの設置、ヘリコプターを

活用した面的な緑化対策等）や全国に有するネットワークを活かして、まとまったエ

リアを対象に人員と予算を集中投資し、早期復旧に取り組んでいる。 
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・近年は、これまで比較的山地災害の発生が少なかった地域においても、気候変動によ

る豪雨の激化等に伴い大規模な崩壊地等が発生する事例が増えている。 

・特に、令和６年能登半島地震及び同年９月の奥能登豪雨の被災地のように、短期間で

の再度災害や、複合的な要因による山地災害に見舞われた都道府県・自治体では、事

業の箇所数が増加することなどにより地域の復旧・復興スピードを維持することが非

常に困難となる。 

・こうした激甚な災害に連続して見舞われている地域等では、国による支援が一層重要

になると考えられ、山地災害の発生形態の変化やマンパワーの実情なども踏まえつつ

対策の強化が図られるよう検討すべきである。 
 
（短期間により多くの箇所で安全性を確保するための対策） 

・前述（P３）のとおり、能登半島では、地震に係る復旧工事が完了する前に同じ地域が

再び被災した。現地調査等を通じて、地震発生後には上流に留まっていた土砂・倒木

が下流へ流出したケースや、地震で生じた亀裂に雨水が浸透し崩壊の発生に至ったケ

ースが奥能登の各地で確認された。 

・こうした被災地域では、まずは二次災害防止のための応急復旧対策に取り組むことに

なる。これに引き続き、コンクリート等の構造物による治山ダムの設置等の本復旧工

事の実施に移行することとなるが、その実施に当たっては、資機材の調達や関係機関

との調整などの期間も考慮すると、工事の完成までに一定の期間を要することとな

る。また、こうした復旧対策のみならず、直接的な被害発生には至らなかった近隣渓

流等を対象に現地確認し、状況に応じて、人家等への土砂流出を抑制する予防対策に

も取り組む必要があるなど、様々な対応が求められる。 

・こうした中、能登半島のように、短期間での再度災害発生や、複合的な要因による山

地災害発生を防止・軽減するための措置として、ワイヤーネットなどの比較的設置が

容易な二次製品の導入を進め、危険度が高い状態にある山地・渓流において、短期間

でより多くの箇所での安全性確保を図るべきである。 

・また、対策の円滑な実施のためには、資材を速やかに調達することが必要となる。こ

のため、資材調達のための関係機関等との事前調整に加えて、資材のストック箇所(候

補地)の調整・確保などの作業を平常時に前倒しで進めておくことが有効である。 

・大規模又は広範囲に山腹崩壊が発生した場合、全ての崩壊発生源において構造物を用

いた対策を講じることは容易ではないことから、ヘリコプター・UAVの活用を復旧計

画に盛り込み、面的に土砂流出の抑制を図っていくことも有効である。例えば、能登

半島や、平成 30年７月豪雨(西日本豪雨)の被災箇所において、国直轄の復旧工事で取

り入れられている。 

・なお、ヘリコプター・UAVによる緑化を活用する場合にあっては、現場条件に応じ

て、軽量で設置が容易な資材による筋工等を組み合わせ、確実性を高めることも考え

られる。 
 
（激甚化する流木災害への対応） 

・豪雨の激化による山腹崩壊の同時多発的な発生や渓流の流量増加に伴って、山腹や渓

流沿いに存する立木が流木となって流出するケースがみられる。また、森林の成熟化

に伴い、流木化した場合のサイズが増大しており、ひとたび流出すると下流の人家や
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道路等の保全対象への直接的な影響も大きくなっている。 

・そうした直接的な影響に加えて、令和２年７月豪雨における球磨川水害や令和６年の

奥能登豪雨等においては、大量の流木が橋梁等の横断工作物を閉塞し、河川の氾濫

や、後続の土石流等が周辺の人家や農地等へ溢れるなど、浸水範囲を拡大させる被害

も確認されている。 

・令和６年能登半島地震及び同年９月の奥能登豪雨により発生した橋梁等の閉塞につい

ては、空中写真及び現地調査による分析によると、流域面積が小さい河川（言い換え

れば径間長の小さい橋梁等）で多く発生したことが確認された。これは、流出流木量

及び流木長と橋梁の径間長の比が、流木による橋梁等の閉塞に強く関係しているため

と考えられる。 

・国土交通省では、「土砂・流木を考慮した中小河川の水害リスク評価に関する技術検討

会」において、有識者の議論が進められている。こうした激甚化する流木災害につい

ては、関係機関が連携して対策していくことが必要である。 

・流木対策に関する既存の枠組みとしては、全ての一級水系（109水系）をはじめとし

た各水系の流域治水プロジェクトに「森林整備・治山対策」が位置づけられているほ

か、令和３年度からは、各地の河川上流等において、砂防事業と治山事業が連携した

流域流木対策が進められている。 

・今後については、橋梁等の横断工作物の閉塞により周辺域に被害を拡大させるおそれ

があるエリア(例：橋梁の周辺に重要インフラや人家等が密集しているようなケース)

などにおいて、その上流域における流木対策（現地の状況に応じた治山ダム（透過

型・不透過型）の配置、立木の総量を管理することにもつながる適切な保安林整備、

渓流域での危険木の除去）などの対策を、国土交通省の取組と連携しながら進めてい

くべきである。 

・なお、樹木は表面侵食の防止（及びこれによる濁水の発生抑制）や崩壊防止機能を有

している。このことを踏まえ、渓流域で樹木の伐採を検討する際には、平常時に樹木

が発揮するこうした機能との比較や、樹木が存在することによりもたらされる生物多

様性保全機能（例えば、河川の水温を安定させることによる魚類の生息環境保全等）

との関係なども考慮して実施を判断する必要がある。 

・こうした流木対策の検討に当たっては、航空レーザ計測の活用等による、定期的な森

林資源量の把握や推定流木発生量の算出等の取組も有効である。 
 
（大規模林野火災やシカ食害等に伴う山地防災力低下への対応） 

・令和７年２月に発生した岩手県大船渡市における約 3,400haに及ぶ林野火災をはじ

め、各地において林野火災の発生が続いている。関係県は、市町村と連携し、森林の

復旧に向けた全体のビジョンを作成し、または作成を進めており、今後、このビジョ

ンに基づき一定期間を掛けて復旧を進めていくこととなる。他方、こうした大規模な

林野火災跡地では森林土壌の焼損も発生しており、森林の浸透・保水機能の低下が懸

念されることから、治山ダムの設置等の治山対策も進められている。 

・また、令和６年７月には滋賀県米原市の伊吹山において、それまでの 10数年にわたっ

て進行していたシカ食害による裸地状態の山地斜面で、毎年発生するような大雨によ

り土石流が発生し、下流の民家や道路に被害を及ぼした。現在、滋賀県と米原市が連

携し、治山・砂防事業による復旧とともに、上流のシカ捕獲対策が進められている。 
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・以上の例のように、山地において豪雨や地震以外の要因でも山地防災力が低下する事

象がみられる。気候変動に伴う豪雨の激化や無降雨日、強風日の増加が予測(大規模林

野火災が発生しやすくなる可能性が指摘)されていることも踏まえれば、まずは、事態

が深刻になる前に、常日頃から、人工衛星画像や空中写真等を用いた山地の状況把握

や、林野火災の危険性が高まる気象条件に関する定期モニタリング及び地域住民等へ

の情報提供を確実に行い、地域の警戒避難体制の構築を図るべきである。 
 
・また、対策に当たっては、以下について留意が必要である。 

(1)林野火災跡地の復旧対策について 

・面的に被害が発生した場合、治山対策の優先度付けを検討するために、森林の浸

透・保水機能の低下状況等を把握することが必要である。この際、土壌の焼損深調

査を通じて、人家や公共施設との位置関係を踏まえながら、土砂の流出抑制対策が

必要な箇所を特定することが有効である。 

・また、過去の事例をみると、火災跡地における植栽後のフォローアップも重要であ

る。例えば、令和元年東日本台風では、宮城県丸森町で土石流災害が多発した中

で、同町廻倉地区では、平成 14年に発生した林野火災(被害面積約 160ha)の復旧箇

所において土石流の発生が確認された。これは林野火災跡地における植栽から約 17

年後に発生した事象であり、被害木の伐採、植替え後に森林の土壌緊縛力が最も低

下するタイミングである 15年～20年後と一致する。 

・こうしたことを踏まえ、林野火災跡地における復旧治山対策については、保全対象

との関係を十分確認するとともに、山腹の緑化対策に加え、必要な土砂流出抑制対

策も計画するなど、中長期的視点に立って対策を講ずるべきである。 
 

(2)シカ被害、松くい虫被害に伴う荒廃からの復旧対策について 

・シカ食害地対策としては、食害が進行した場合、必要な土砂流出抑制対策を講ずる

必要があるが、それに至る前に、地域全体でシカ被害を発生・拡大させない根本的

な対策に取り組む必要がある。 

・豪雨の激化に伴い、シカ食害による影響は、林業被害等の山地にとどまることな

く、土砂流出により下流へ被害を及ぼす原因となり得るとの認識が必要である。こ

のため、例えば、山地災害危険地区のうち危険度ランクが高い箇所などを中心に、

関係機関と連携しながらシカ食害を抑制する対策を講じていくべきである。 

・松くい虫被害跡地については、抵抗性マツの植栽や広葉樹への樹種転換等が進めら

れており、まずは長期間裸地を生じさせない対策が必要である。 

・くわえて、(1)で上述したとおり、被害木の伐採－植え替え後 15年～20年経過後の

タイミングで、森林の土壌緊縛力が最も低下することから、保全対象との関係を十

分確認し、中長期的な視点に立って必要なハード対策も計画していくことが必要で

ある。 
 
（災害時の情報取得と地域関係者への提供のスピードアップ） 

・地震や豪雨に伴い山地災害が広域に発生した場合、二次被害の防止のためには、生活

の場からは目視確認することが難しい山地の状況、具体的には、渓流の上流域に残存

する崩壊土砂や倒木、山腹斜面で新たに発生した亀裂等の早期把握が重要となる。 
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・例えば、令和６年能登半島地震で被害を受けた石川県輪島市の塚田川流域において

は、地震の揺れによる山腹崩壊で発生した土砂や倒木が上流域にとどまっていたとこ

ろ、同年９月の奥能登豪雨で土石流となって下流に流出する被害が発生した。 

・こうしたケースを踏まえ、山地災害が広域に発生した場合にあっては、その発生規

模、エリアの広がりの程度や発災からの経過時間に応じた調査手段を選択することと

なる。具体的には、 

 山地災害の可能性がある箇所を広域的に抽出するための SAR（合成開口レーダー）

衛星を含む人工衛星データの活用 

 微細な地形情報や森林関連情報を詳細に取得するための航空レーザ計測の活用 

 被害状況の全体像を早期に把握するためのヘリコプターの活用 

 被害を局所的かつ詳細に把握するための UAVの活用 

という使い分けが有効である。 

・なお、これまでの例をみると、航空レーザ計測の場合、データの取得から解析を経て

関係者への提供に至るまでに１年程度を要している。 

こうした中、令和６年能登半島地震を受け、林野庁と国土地理院が連携し、被災自治

体等へ速報データとして早期提供する動きが見られた（発災から約６か月で提供）。 

・林野庁では、森林関連情報のオープンデータ化（G空間情報センターへの情報の搭

載・全国一元公開）を進めている。 

今後、激甚な災害が発生した際、初動対応を円滑に行うため、各地において行政（地

域の関係機関含む）、大学等研究機関、航測会社等が、非常時を想定した連携体制を確

認しておくことが効果的である。具体的には、復旧計画や避難体制の整備に関わる都

道府県・市町村が使い易いデータの整備に加え、地域住民に対しわかりやすい形で情

報伝達するための工夫、データの受け渡しを円滑に行うためのフローや役割分担をあ

らかじめ確認しあっておくことが考えられる。 

まずは、全国的な活用事例やノウハウを有する国が中心となって、各地において関係

者が参集し、災害時の初動対応の実例を基に意見交換するなどの取組から始めること

が望ましい。 

・くわえて、平時における活用も含めた、航空レーザ計測データ等の活用事例や活用に

至るプロセスの事例についても、国が都道府県・市町村に対して情報提供を進めてい

くことも必要である。 

・なお、こうしたデータの取り扱いには相応の費用を要するため、その費用負担のあり

方についても留意しておくべきである。 
 
（治山施設の長寿命化対策の推進） 

・治山ダム等の治山施設は、全国に約 45万基存在しており、このうちの約半数の施設が

10年後には設置後 50年経過を迎える。 

・令和６年能登半島地震では、強い揺れに伴って既存ののり枠や治山ダムが被災を受

け、施設の被害箇所数は 68箇所と集中的に発生した。（参考:直近 10年間の全国にお

ける治山施設の被害は年間平均 159箇所） 

・こうした強い揺れや豪雨等の外力がもたらされ、ひとたび保全対象に近接した治山施

設や地すべり防止施設が被災し、機能不全となった場合には、人命・財産に大きな影

響を及ぼすことが懸念される。 
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・このことを踏まえ、人家や道路等に影響が及ぶ箇所を中心に、既存施設の点検・長寿

命化対策に取り組んでいくべきである。その際、公共インフラ全体の対応方針に即し

て策定されている「治山施設に係る個別施設計画」での位置づけを踏まえ、補修対象

の選定と必要な対策を行っていく必要がある。 

また、今後、効率的な点検を行うため、施設の点検結果や補修状況に応じて点検サイ

クルを地域で柔軟に運用できるよう、その考え方についても整理を進めていくことも

必要である。 

・なお、機能が低下した施設の直下や井戸(集水井)・トンネル内等での点検作業は、非

常に危険を伴うことから、最新の技術を導入するなどにより点検実施者の安全確保に

は万全を期す必要がある。 
 
(2)自然的・社会的変化に応じた予防治山対策 

（まとまったエリア・期間による対策の実施） 

・各地における治山対策は、緊急的な災害復旧対策やそれに引き続く復旧治山対策と並

行して、予防的な防災・減災対策も進められている。 

・防災・減災対策については、国土強靱化５か年加速化対策として取り組んできた。 

その対策としては、山地災害危険地区のうち土石流等の災害の危険性や保全対象の重

要度から評価した「特に緊要度が高い地区」を対象に、治山ダム等の施設が未配備の

状態を解消するスポット的な対策（「実施率」の向上対策：例えば、治山ダム計画が５

基あれば１基を設置することで「実施」とカウントする。）が進められた。 

これは、平成 30年７月豪雨で施設が未配備の渓流等で土石流が発生し、人家等が甚大

な被害を受けたことを踏まえたものである。 

・この対策では、「実施率」を、対策開始前にあたる令和２年度時点の約 65％から、計

画期間が終了する令和７年度までに約 80%に向上させる目標（KPI）を設定し、５年間

の全国各地での取組により、目標の達成が図られた。こうした対策の箇所選定に当た

っては、林野庁と都道府県において、毎年度協議し、流域全体の整備方針や個別箇所

の整備方針について確認を行っている。 

・今後は、引き続き、未実施箇所の対策を進めていくとともに、令和８年度を始期とす

る「第１次国土強靱化実施中期計画」では、地域全体の安全性を高めていくため、KPI

を治山対策の「実施率」から「完了率」に切り替え、面的な視点を持って防災・減災

対策に取り組むこととなっている。 

・他方、山村地域の状況をみると、森林所有者の不在村化の進行、所有者が不明である

など、事業の実施環境が厳しくなっており、特に予防治山対策については、同意取得

が整った箇所に限定した対応にならざるを得ない面がある。 

こうした中、地域によっては過去の災害を契機に、地域関係者が一体となり行政との

連携を図り、自主防災を進める動きもみられる。 

例えば、本検討会が現地調査を行った長野県諏訪市では、地域住民等が行政との協働

により、現地調査に基づく山地のリスクマップを作成し、その情報を基にした簡易防

災施設の設置などの取組が進められている地区もある。こうした地区では、継続した

取組を通じて地域関係者が防災意識を共有できていた結果、近年の豪雨発生の際、地

域でまとまって避難行動をとることができ、人命の保全につながったとされている。 

・以上の状況や実例を踏まえ、集落を守っていくための今後の治山対策（予防対策）に
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ついては、まとまったエリア・期間を設定し、ハード施設の計画的な整備と併せ、地

域の合意形成、自主防災活動などのソフト的な活動も関連させながら、行政だけによ

らない、地域関係者が参画する仕組みとなるよう検討すべきである。 

こうした仕組みは、災害発生時における避難体制の構築、応急対応の速やかな実施な

ど、非常時における地域のまとまりにもつながるものと期待される。 

・なお、こうした対策の検討に際し、谷の出口等に適地が確保できる場合にあっては、

災害時の土石流エネルギーの軽減効果等の発揮を目的とする災害緩衝林の整備も有効

である。この際、災害時に流木化させないよう現地の勾配確認や、近年問題化してい

るクマ対策としての緩衝帯整備の考え方との整合に留意する必要がある。 

地域によっては、過去の山地災害を教訓として被災現場に災害緩衝林を造成している

地域もあり、こうした取組は、災害伝承の役割も期待できるものである。 

・以上のような地域単位での総合的な予防対策については、単に治山計画として策定す

ることにとどめず、地域防災計画等にも位置づけるなど、地域の様々な関係者の理解

の下で進められることが必要である。 

・併せて、治山事業の計画・実行に当たっては、例えば保安林管理道を適切な管理等の

下で、林業の用としても有効活用し効率的な森林施業にも資するという視点や、生態

系を活用した防災・減災（Eco-DRR）の視点、流域全体の森林経営や生物多様性保全の

視点など、治山事業地のスポット的な視点だけでなく地域の活性化などの視点も持っ

て取組むことが好ましい。 

・また、普段、山地・渓流の状況を把握することが困難な地域関係者に対して、例え

ば、治山施設の設置有無による土砂流出や緑化状況の違いなどの事例を提示し、対策

に関する理解醸成を図ることが望ましい。 
 
（森林が発揮する機能を踏まえた事業実施の継続） 

・民有林における治山事業は、基本的には都道府県が実施主体となり、保全すべき人家

戸数等一定の事業要件を満たす場合について、国が事業に要する経費の一部を支援し

て行われている。 

・今後、社会的変化により、地域によっては、こうした事業要件に合致しなくなるケー

スが増加することが想定される。 

・治山事業は、森林の機能を維持・向上させ、山地災害等から国民の生命・財産を守る

ことに寄与するとともに、水源の涵養や生活環境の保全を図る重要な国土保全施策の

一つである。ハード施設の整備を進めることにより、人家や道路等への土砂流出抑

制、災害時に道路等インフラが寸断されることによる孤立の発生や、上下水道の被災

による断水の長期化等を抑制するといった、山間部の生活基盤の保全効果を発揮する

ことに加え、下流域等における不特定多数の者に対して、森林の維持・造成を通じた

水源の涵養及び二酸化炭素の吸収機能などの効果をもたらすものである。 

・事業の実施に当たっては、費用対効果を考慮する必要があることから、対策の実施方

法や採用する工種の工夫によりコスト縮減を図りつつ、森林の機能発揮に必要な対策

が継続できるよう、必要な措置を検討していくべきである。 
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（事業の同意取得が困難化することへの対応） 

・森林所有者の代替わりや不在村化などにより、今後、事業の同意取得が一層困難とな

ることが見込まれる。近年では、各地において、激甚な災害が発生した際の復旧事業

の実施に際して問題化しているケースがある。 

・治山事業の実施は、基本的に保安林指定地またはその指定予定地を対象とするが、や

むを得ない場合にあっては森林法に基づく保安施設地区に指定し、所有者に対し事業

の受忍義務を課して実施することもある。近年では、豪雨災害被災地域における復旧

事業に際してそうした方法が採られたケースがある。 

・また、東日本大震災からの復興に向けた海岸防災林の整備に当たっては、関係県が、

森林等を保安林として買入れて事業を実施したケースもある。こうした対応には支援

措置もおかれており、地方自治体の負担に対しては地方財政措置も講じられている。 

・治山事業は、事業により森林の造成・維持に必要な対策をした後は、（その森林は、保

安林指定されたとしても私有財産であることから）基本的に所有者にその管理を委ね

る考え方に立っている。 

・他方で、将来にわたって森林保全を委ねられる者が減少する可能性があることに加

え、災害が発生した際に、初めてこうした同意取得に関する手続きを踏むことは、被

災自治体等の職員に掛かる負担が非常に大きく、被災地域の復旧・復興に影響を与え

かねない。 

・このため、行政をはじめとする地域関係者が、平時のうちに、災害危険度が高い森林

や渓流の状況把握と併せて、森林の所有形態等の現状を把握しておくことが望まし

い。その上で、上述した保安林指定、保安施設地区指定、公有林化、保安林買入とい

った様々な手段を確認し、災害発生時を想定した予めの合意形成をしておくなど、地

域関係者が防災対策の計画検討に関わる仕組みとすることが望ましい。 

・社会情勢の変化を踏まえれば、今後、同意取得が一層困難化することが見込まれるた

め、上述した制度（手段）の運用見直しを検討する必要がある。この際、地域林政ア

ドバイザー制度の活用などにより地域の合意形成のとりまとめ役となる者を配置する

ことが有効と考えられる。 
 
（対策工種・工法の工夫） 

・社会的変化に応じて、地域毎の災害リスクや優先度等に応じて、対策工種・工法を使

い分けていく必要がある。具体的には、 

 保全対象から一定の距離がある箇所、あるいは維持管理体制の維持が厳しい箇所

では、簡易で補修負担が小さく、長期的に持続しやすい工法を優先的に活用 

 重要インフラ及びその周辺等の被害を受けた際の影響度が大きい箇所では、強固

な構造物を中心とした施設を整備 

するなど、地域の実情に応じた整備水準を設定し、安全性の確保を図ることが必要で

ある。 

 

（災害発生の周期性や免疫性の考え方を取り入れた対策箇所の選定） 

・近年の山地災害は、前述のとおりこれまで比較的災害が少なかった地域でも大きな被

害が発生するケースが増えるとともに、豪雨の激化に伴う渓流の流量増により、渓流

が深く侵食され大量の土砂が流出する事例が各地でみられる。 

・特に、これまで比較的降雨量が少なかった地域等において、ひとたび豪雨がもたらさ
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れると厚く堆積した土砂が一気に流出した例もみられる。 

・林野庁では、山地災害危険地区の危険度判定因子の一つとして土層厚を設けるなど、

当該危険地区の標準的な地形・地質情報を危険度評価に活用している。 

・こうしたマクロ的な評価に加え、過去の災害履歴の把握や渓流堆積物の状況変化など

ミクロ（渓流単位）での評価について、関係機関で連携した検討・実証を進め、今後

の予防治山対策箇所の選定に反映していくことも必要である。 
 
(災害履歴及び治山技術の記録・伝承) 

・災害履歴の記録・伝承は、今後の防災対策に当たって極めて重要な基盤である。山地

災害は発生間隔が数十年から 100年規模に及ぶことも多く、災害を経験した世代が入

れ替わることで、その地域の潜在的な危険性に関する知識が風化し、予防治山対策の

必要性が共有されなくなるおそれがある。 

・このため、災害発生の経緯、被害状況、復旧過程、対策効果といった情報を体系的に

整理・記録し、地域の記憶として継承していくことが必要である。 

・また、地方公共団体においては、様々な技術や経験を有するベテラン職員の定年退職

が見込まれる中、次世代の治山施策を担う職員への知識・技術の伝承が大きな課題と

なっている。このため、技術検討会や各種研修のほか、地域林政アドバイザー等の制

度も活用しつつ、経験を有する者が現役世代に指導・助言する体制の維持を図ること

が重要である。 
 
(3)流域保全の対策 

・流域保全の対策としては、引き続き、「流域治水」と連携した取組を進めていく必要が

ある。 

・この際、「流域治水推進行動計画」で位置づけられた「土砂・流木の流出抑制」と「森

林の保水力向上」の２つの効果の一体的な発揮を念頭に進めていく必要がある。 

・このうち「森林の保水力向上」については、以下の対策を進めていくべきである。 
 
（裸地化や侵食の進行等林地の状況把握・モニタリングの継続実施） 

・効率的に流域全体の保全を図っていくためには、裸地化や侵食の進行等により機能が

低下した森林を特定し、対策を集中化させることが必要である。 

・特に、シカ食害に起因する裸地化・土砂流出は、地震のような災害と異なり、一定の

時間を掛けて徐々に進行していくものであり、初期のうちに対策を講じることが重要

となる。 

・このため、航空レーザ計測データ等の活用のみならず、一般に公開されている衛星画

像・空中写真など低コストでかつ簡易に入手できる情報により、平常時からモニタリ

ングとデータの蓄積に取り組んでおくことが必要である。 

・また、裸地化等の機能が低下した森林をマップ化するなどにより自治体関係者と共有

しておくことも必要である。 

・こうした取組は、特に山地災害危険地区の危険度ランクが高いエリアを優先的に進め

ていくべきある。 
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（筋工の面的配置による森林の浸透・保水機能の向上対策） 

・山地斜面に筋工を配置することは、森林土壌を保持し雨水の浸透・保水効果があるほ

か、林地で、記録的な豪雨により地表流が発生した場合には、地表流の分散や流速低

減効果も期待される。この基本的な機能を、流域関係者、事業者で共有しておく必要

がある。 

・令和２年度から開始された「流域治水」の取組の一環として、筋工や柵工等の簡易な

土木構造物の設置を伴う保安林整備が各地で進められている。 

・筋工は、対象とする山地において縦横に広がりをもって配置することが望ましく、例

えば、伐採木を一本ずつ並べ置くだけでも一定の土壌保持効果が期待できることか

ら、現地条件を踏まえながら、簡易な規格とするなど１箇所に掛ける時間を短縮し面

をカバーすることを優先することが望ましい。 

また、実施に当たっては、従来、現地の伐採木を活用する方法が主であったが、森林

の大径化に伴い、伐採木を等高線状に配置する作業の実施が困難となってきている。 

事業体の負担軽減の観点から、軽量で運搬が可能な資材を活用した筋工の導入も進め

ていく必要がある。 

・なお、こうした筋工の設置による効果の発現は目に見えにくいものであることから、

実施する事業体や流域関係者への理解を醸成するためにも、対照区との比較や定量評

価を続けていくことが望ましい。 

・治山工事における木材の利用は、地球温暖化防止対策にも資するものであり、現場条

件を踏まえつつ、設計段階で積極的に取り組んでいくべきである。 
 
（山地における地下水の挙動把握など中長期視点による取組） 

・航空レーザ計測等により、山地災害リスクのある箇所（ゼロ次谷等）の抽出が可能と

なった一方、そうした箇所は各地に存在することから、より山地災害リスクの高い箇

所の選定を図っていくことが今後の課題である。 

・大規模な崩壊の発生は、表層での降雨の影響のみならず、断層・破砕帯等の地質構造

に沿って集中・移動する地中水の挙動が関与する可能性が指摘されており、リスク評

価において水文・地形・地質の統合的把握が求められている。現時点では、山地にお

ける地下水の挙動は解明出来ていない部分が多いが、将来、予防治山対策の立案に際

してこうした地下水の挙動に関する情報が活用可能となることが期待される。 

・地下水の挙動を把握する手段としては、比流量や水温、電気伝導度の測定をはじめ、

様々な方法が挙げられる。 

まずは、行政、研究機関、学識経験者が連携し、これらの手段の組み合わせなどの検

証を重ね、将来的には、測量設計会社を含む治山事業に携わる者が簡易に測定でき、

その内容を施設配置の濃淡や実施の優先性に係る判断材料の一つとして活用すること

を目標に据えて、調査研究を進めていくべきである。 

なお、こうした調査研究の実用化に向けては、地域によって、山地災害が発生する降

雨量の閾値が異なることなどにも留意し、可能な限り地域特性に応じた検討を深めて

いくべきである。 
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（簡易定量評価手法を活用した流域関係者の理解醸成） 

・林野庁では、令和８年３月に、林地における水源涵養機能を簡易に定量評価する方法

を公表した。（詳細情報は、林野庁ホームページに掲載） 

・流域保全は、公的主体のみが行うのではなく、あらゆる関係者が関わって成り立って

いる。このため、こうした手法を普及し、企業やボランティア等が自らの活動を評価

し、それを示すことで、流域関係者を含む全ての国民に対して森林の保全の必要性へ

の理解醸成につながり、その活動が広がることが期待される。 
 
(4)事業実施の効率化 

・豪雨の激化に伴い、山地災害の発生形態が変化していることから、山地においては相

対的に土壌水分が飽和状態になりにくい尾根部付近からの崩壊発生がみられ、それに

伴う流下距離の長い崩壊発生及び流出土砂量の増加などがみられる。 

・こうした山地災害の復旧現場は、急斜面で延長が長く足場の不安定なものとなる。 

また、平成 30年７月豪雨(西日本豪雨)や令和６年能登半島地震のように、１箇所の被

災規模が大きく、かつそれが広域に及ぶ災害となった場合、資機材の不足が見込まれ

るほか、現場技術者の配置等の条件整備も厳しいものとなる。 

・また、こうした甚大な災害が発生した場合、都道府県、森林管理局・署等における工

事の発注、監督事務等に係る負担も大きくなる。 

・事業に関わる発注者、受注者双方を取り巻くこうした課題を踏まえ、以下の対応を行

っていくべきである。 
  
（危険性の高い現場での作業・検査等を避けるための取組） 

・まずは、事業の設計段階で、三次元点群測量により斜面等の地形等を詳細に把握する

ことなどにより、現場施工条件に応じた適切な工種配置を検討する必要がある。ま

た、本体工事だけではなく、実現可能な資機材の運搬方法を設定するなど仮設工の内

容についても十分に検討する必要がある。 

・また、急傾斜地等の危険性の高い作業現場については、必要な調査測量等を行った上

で、無人化施工技術の導入を進めていくべきである。くわえて、検査等についても、

三次元データによる出来高管理及び遠隔臨場の導入を進めていくべきである。 

・この際、電波が支障となるケースについては、衛星通信技術の導入など、現場での試

行を重ね、治山現場に適した方法を確立していくべきである。 

・なお、工事の実施段階で手戻りが生じないよう、工事の計画段階から、設計者と施工

者との連携が図られるような取組も進めていくことが有効であり、透明性を確保しつ

つこうした連携の場を確保していく必要がある。このことは工事の入札不調・不落対

策にも資するものと考えられる。 

・また、治山工事を行う山地は基本的に脆弱な場所であることを踏まえ、資材運搬路の

開設を盛り込む場合にあっては、その開設により拡大崩壊を招くことがないよう、微

地形の把握に努め、必要に応じて林地を傷めない架線やモノレール、大型ドローンに

よる資材運搬の選択が必要となる。 
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（実際の現場を活用した新技術の実証等の推進） 

・ICT技術を搭載した建機の開発や３Ｄプリンターの導入など、土木分野においても技

術の進展が進んでいる。 

・他方、こうした技術は通信環境が良くヤードの広い平場の工事において活用が進んで

いるが、山間部の狭隘で相対的に規模の小さい治山工事現場では、活用に様々な制約

があるのが実態である。 

・「選ばれる森林土木」としていくためには、工事に係る労働環境の改善や労働安全の確

保は極めて重要な課題であることから、こうした新技術の導入が、実際の工事現場で

実装できるよう、直轄事業をはじめ、各地域で取組を広げていくことが望ましい。 

・この際、測量設計会社、森林土木事業体に加え、技術開発を担うメーカーとの連携に

より、現場のニーズと現有する技術とのマッチングを図り、現場実装に取り組んでい

くことが望ましい。 
 
（複数年契約制度(国庫債務)の有効活用等による労務の平準化） 

・大規模な現場や同種工事の継続等により工事が複数年を要することが見込まれる場

合、複数年契約制度を有効活用することが考えられる。これにより、事業体の労務の

調整が行いやすくなることに加え、現場における効率的な人員・資機材の配置、仮設

費用等の縮減、入札・契約関係事務の縮減など、受注者及び発注者の両者へのメリッ

トが期待される。 

・予算の全体状況や地域の実態を踏まえながら、こうした制度を活用し、関係者の負担

の平準化に取り組むことも有効である。 
 
（保全対象との位置関係を考慮した工種・工法の選択） 

・先述のとおり、治山ダム等の治山施設は、全国に約 45万基存在しており、このうちの

約半数の施設が 10年後には設置後 50年経過を迎える。 

・治山施設は、あくまで森林の回復を補助するものであり、最終的には森林と一体とな

ることから、人の利用が想定されないものであり、道路や橋梁のようなインフラ施設

とは存在する形態や役割が異なる。 

・他方で、人家や道路近接地に存在する施設については、老朽化や災害による損傷等が

発生すれば、機能回復や復旧させることが必要となる。 

・社会的変化を踏まえれば、今後、小規模かつ点在する補修工事にマンパワーをかける

ことが困難となることも見込まれる。 

・このため、保全対象との位置関係を踏まえながら、工種・工法の使い分けを徹底し、

簡易な方法を積極的に取り入れた侵食防止や緑化対策、ヘリコプター・UAVを活用し

た緑化の導入及び、一定の基礎工を施した後に自然の緑化に委ねる施工等を検討すべ

きである。合わせて、仕様や指針の整備を進めていく必要がある。 

・こうした検討は、費用対効果の分析に当たっても必要であり、工事の全体方針を検討

する段階で、十分留意すべきである。 
 
（提出書類・データの簡素化や施工・品質管理の柔軟な運用） 

・治山工事は公共事業として実施されるものであって、国庫補助金等が充当されてい

る。このため、発注者が求める工事の目的を達成し、また品質を確保するため、実施
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に当たって、仕様や基準に基づく適切な予算執行が必要である。 

・こうしたことを担保した上で、受発注者双方の負担軽減に資する工事契約事務関係に

関する提出書類の簡素化や電子納品などが進められている。引き続き、事業体等の意

見を踏まえ、必要な措置を講ずるべきである。 

・これに加えて、工事における施工管理基準や完成検査基準についても、所要の品質の

確保に留意しつつ、ICTの活用により座標管理が進むことなど現場実態を踏まえた上

で、負担軽減に資する運用となるよう検討すべきである。 

・また、構造物の位置等の設計・施工に当たっては、設計者、施工者、発注者が連携し

つつ、山腹斜面等の現場が一律条件でない治山工事で必要となる「現場合わせ」が行

えるよう、基準等の柔軟な運用に努めるべきである。 
 
(5)中期的な視点による技術開発等 

・治山対策を取り巻く技術開発としては、主に以下の３つの場面が想定される。 

(1)災害時初動対応をスピードアップするための技術開発 

(2)対策の実施箇所の選定に当たっての技術開発 

(3)工事の実施段階での技術開発 

 

・今後、社会的変化により、受発注者双方の体制が厳しくなることも見込まれる中では

あるが、引き続き、地域の安全性向上を図るためには、必要な事業量を確保していか

なければならない。このためには、技術開発を積極的に行うなど、計画、設計、施工

の各段階での工夫を凝らし、対策の進化を図ることが不可欠である。 

・こうした視点から、治山対策における技術開発について、現時点で想定される取り組

むべき事項を列挙する。なお、技術開発に当たっては、AIや各種オープンデータの活

用など、効率的な実施やコスト削減に資するツールの活用も検討することが望まし

い。これらの取組は単発的ではなく、事業実施主体となる都道府県・森林管理局のニ

ーズを十分聴取し、学識経験者、測量設計会社、森林土木事業体などと連携しつつ、

プランに基づいて継続的に取り組むことが必要である。 
 
（主な技術開発の例・視点） 

(1) 災害時初動対応をスピードアップするための技術開発 

  ・悪天候でも災害の全体像の把握が可能な衛星データ利用の高度化 

  ・森林関連情報のオープンデータ化を踏まえた災害発生情報の共有促進 

  ・航空レーザ計測データの解析スピードの向上 

  ・都道府県や市町村において、発災当日・翌日から現地調査や応急復旧に活用可能

な技術の開発 
 
(2) 対策の実施箇所の選定に当たっての技術開発 

・衛星データ等を用いた迅速な被災状況の把握や測量技術の確立 

・AIを活用した施設配置計画案の策定技術の開発及び、AIによる判断の根拠となる

技術的知見の蓄積及びデータ化 

・山地における地下水の挙動把握を通じた予防治山計画策定の高度化（再掲） 
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(3) 工事の実施段階での技術開発 

・ドローンを活用した資材運搬やスポット的な緑化の導入拡大 

・現場で簡易に設置できる既製品の導入・開発拡大（強度等の担保含む） 

・ICT建機の導入拡大に支障となる電波問題を解消するための衛星通信技術の向上 

・現場設計や山腹作業を自動化する技術開発 

・測量・設計、発注、工事の出来形管理、検査の一連の作業における三次元データ

の活用 
 

・こうした新技術の普及に当たっては、試行的な取組の積み上げ等により標準的な歩掛

を早期に設定していくことが望ましく、都道府県・森林管理局・署等とも連携しつ

つ、設計・施工事例の収集及び優良事例の共有を進めデータの蓄積を図っていくべき

である。 

・くわえて、例えば、岩手県大船渡市の大規模林野火災のように、関係者の多くが経験

したことがない規模の事象が発生した場合にあっては、被災地域の復旧とともに、研

究機関、学識経験者等との連携による土砂流出の動態変化や植生回復の推移などのモ

ニタリングを継続的に実施し、記録を残すともに治山技術の確立につなげ、全国の対

策に活かしていくべきである。 
 
（人材育成・人材確保の取組） 

・自然的・社会的変化を踏まえ、治山事業に携わる一人一人の技術力を高める人材育成

とともに、将来にわたって治山事業を担う人材を確保していくことが必要である。 

・人材育成については、現場で求められる役割が多様化していることを踏まえ、行政関

係者同士の連携のみならず、森林土木事業体・測量設計会社・メーカー・学識経験者

など、事業に関係する様々な者との連携、ニーズと技術のマッチングを積極的に進め

るなど、時代の変化に対応出来る人材を育成していくことが必要である。 

くわえて、普段、山地の状況を直接確認することができない地元住民をはじめとする

地域関係者に対して、例えば、荒廃の現状や将来目指す復旧の姿などの情報をきめ細

かく発信していく取組なども重要な役割となる。 

・人材確保に当たっては、まずは、治山事業が山間部や条件不利地で企画・立案・実施

されていることを踏まえ、現地調査に関する新技術を積極的に導入するなど現場に関

わる安全で快適な環境づくりに努め、それを広く発信することが必要である。くわえ

て、治山研究発表会など技術研鑽の場の充実と併せて、将来にわたっての技術開発の

可能性、治山・森林の保全の意義などについて、様々な場面で積極的に議論を行うな

どの研鑽に努めていくべきである。  
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おわりに 
 

 治山対策を通じた国土保全は、これまでの先人の努力が積み重なって築かれてきた。 

 平成 23(2011)年、治山事業の開始から 100年の節目を迎えた。林野庁では、平成 25

年に「後世に伝えるべき治山～よみがえる緑 60選」として、全国で 60箇所の取組

を、４つの視点(技術、事業効果、地域への貢献、人々の記憶)により選定した。各地

で現地見学会開催など災害伝承の活動がなされている。 

復旧当時の様子を見ると、急斜面で人力中心という厳しい状況下で山腹緑化対策が行

われていた様子や、工事関係者のみならず、多くの地域住民等が関わっていた様子が

記録されている。くわえて、設計・施工の両段階で試行錯誤を重ね、地域にあった工

法を確立した経過も残されている。 

こうした先人達の尽力が、今日の治山技術の確立につながっている。また、戦後の復

興期には森林が大量伐採され、国土の保全に支障が生じたことを受け、昭和 25(1950)

年、「荒れた国土に緑の晴れ着を」をスローガンにした第一回の全国植樹祭が開催さ

れ、以後国土緑化運動の中心的行事として毎年開催されるなど、国民運動を通じても

森林回復が進められてきた。 
 
翻って、現在の状況をみると、森林は量・質とも充実し、治山工事に係る測量や設計

に用いる技術も高度化するなど、現場の環境整備も進展している。 

他方、平成 29年７月九州北部豪雨の発生を一つの節目に、豪雨の激化に伴う山地災害

の激甚化・広域化がみられる。 

 

治山行政に関わる職員は、災害時初動対応、復旧計画の策定、地元関係者への説明、

合意形成、事業発注、予算執行など、様々な対応を速やかに行うことが求められてい

る。復旧現場の最前線に立つ森林土木事業体、測量設計会社などの業務環境も厳しい

ものとなっている。 

くわえて、SNSの発達などにより、地域関係者自らが様々な情報を取得し発信すること

が可能な状況になった中、行政サイドによる情報発信や理解醸成の進め方も一層の工

夫が求められる状況にある。 

 

このように、治山対策を取り巻く環境は厳しさを増しているが、我々は先人達が築い

てきた治山技術を引き継ぐとともに、新たな技術を導入しつつ、将来にわたって安全

で安心に暮らせる国土を引き継いでいく責務がある。さらに、「ネイチャーポジティブ

（自然再興）」など生物多様性への関心が国際的に高まる中、治山事業を通じて、こう

した多様なニーズに応えていくことも重要である。 
 
今回の検討会では、自然的・社会的変化を踏まえつつ、今後必要な対策を取りまとめ

た。その中で、短期的な対策のみならず、中期的な視点による技術開発の必要性につ

いても列挙した。 
 
治山技術者が、目下の災害対応等に尽力し、その厳しい経験を共有していくことで治

山技術が継承されていき、さらには、学識経験者や地元関係者等と連携し、本内容が

多くの現場で活かされ、地域の安全・安心の確保が図られていくことを期待する。  
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気候変動や社会情勢の変化を踏まえた
今後の治⼭対策の在り⽅検討会

（とりまとめ）

―参考資料―



気候変動や社会情勢の変化を踏まえた今後の治⼭対策の在り⽅検討会
■ 検討会の設置⽬的

■ 検討会メンバー

■ 検討会の開催状況・議題

 林野庁では、平成29年九州北部豪雨、平成30年7月豪雨（西日本
豪雨）などの激甚な山地災害が発生した際に、都度、技術的な
検討を行い、被災地復旧及び全国的な対策強化へ反映。

 令和３年には、気候変動による豪雨の激化や流域治水の取組な
どを踏まえ、治山対策の在り方についてとりまとめ。

 今回、こうした検討内容を踏まえつつ、新たな課題（災害発生

の全国化、複合的要因による災害発生、大規模林野火災の発生、
シカ食害による裸地化進行等）や、社会情勢の変化を踏まえ、
今後の治⼭対策の⽅向性を⽰すことを⽬的に開催。

石川 芳治 東京農工大学 名誉教授（座長）
浅野 志穂 国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林総合研究所 研究ディレクター
（国土保全・水資源）

五味 高志 名古屋大学 教授
酒井 佑一 宇都宮大学 助教
篠原 慶規 宮崎大学 准教授
堤 大三 信州大学 教授

※オブザーバー 秋田県、長野県、兵庫県、長崎県
中部森林管理局、近畿中国森林管理局

■ とりまとめ（今後の施策の⽅向性について）
①災害の激化への対応、複合的な要因による⼭地災害対策
・国⼟強靱化対策の推進（山地災害危険地区における対策完了率向上）

・国の直轄事業による大規模崩壊地等の集中的な復旧支援
・短期で施工可能な⼆次製品の導⼊、応急資材のストック確保
・閉塞しやすい橋梁等の上流域における流⽊対策
・広域災害におけるヘリコプター・UAVによる緑化の有効活⽤
・林野⽕災跡地やシカ⾷害地等での⼟砂流出・崩壊防⽌対策の実施
・大学や測量会社等と連携した⼭地の危険情報の早期取得・提供

②⾃然的・社会的変化に応じた予防対策
・まとまったエリア・期間を設定し、地域関係者と連携した対策の導入
・平時における地域関係者間の合意形成促進（同意取得の困難化への対応）

・災害発⽣の周期性や免疫性の考え方を取り入れた対策箇所の選定

・流域治⽔対策との連携
・裸地化・侵⾷等の早期発⾒のためのモニタリングの継続実施
・予防治山計画への活用を見据えた⼭地における地下⽔の動態把握
・林地の水源涵養定量評価手法の普及（企業等の多様な主体による森林保全の促進）

③流域全体の保全対策

・危険性の⾼い現場での作業・検査等を避ける技術や基準の導⼊・整備
・新技術の実証とデータ蓄積による標準歩掛の設定
・複数年契約制度の有効活用による労務の平準化

④事業実施の効率化

・以下の場面での技術開発を推進
①災害時初動対応をスピードアップするための技術開発
②対策の実施箇所の選定に当たっての技術開発
③⼯事の実施段階での技術開発

・現場ニーズと新技術とのマッチング
・治山に関わる人材育成と人材確保

⑤中期的な視点による技術開発等
第１回：令和７年10月16日【治山対策の現状・課題】
第２回： 11月25日、26日【現地検討会（長野県内）】
第３回：令和８年２月24日【とりまとめ（案）】
第４回： ３月４日～12日【とりまとめ(持ち回り開催)】
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令和８年３⽉
林野庁治⼭課
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戦後以降の治⼭対策等の変遷

主

な

出

来

事

戦中戦後の森林荒廃 木材需要の増加（高度経済成長期）

国民的な植林運動 木材増産・拡大造林

・国産材供給の停滞、過疎化・林業従事者の減少
・環境問題への関心の高まり

育成途上の人工林の間伐

国民ニーズの多様化・高度化

・森林の多面的機能の発揮
・吸収源対策としての間伐等の推進

利用期を迎えた人工林

1945
S20年

1955
S30年

1965
S40年

1975
S50年

1989
H元年

1998
H10年

2008
H20年

2019
R元年

森林資源の循環利用への期待

林
政
統
一

22

植
林
面
積
ピ
ー
ク
（43
万
㌶
）

29

S23には、150万ha（≒岩手県の面積）
の伐採跡地が放置されていた

林
業
基
本
法
制
定

39

木
材
価
格
ピ
ー
ク

55

戦後造林した人
工林の約半数500
万haが間伐期に

森
林
法
改
正
（
流
域
管
理
シ
ス
テ
ム
）

3

地
球
サ
ミ
ッ
ト

4

気
候
変
動
枠
組
条
約
採
択

4

地球温暖化防止
京都会議（H9）

森
林
・
林
業
基
本
法
制
定

13

地
球
温
暖
化
防
止
10
カ
年
対
策

14

間
伐
等
促
進
特
措
法
制
定

20

森
林
法
改
正
（森
林
経
営
計
画
の
創
設
等
）

23

洞
爺
丸
台
風
（北
海
道
の
全
立
木
蓄
積
の
4
％
が
被
害
）

29

治
山
治
水
緊
急
措
置
法
制
定

35

保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
制
定

29

挙国造林に関
する決議（S24衆
院本会議）

日本学術会議：多面
的機能の評価答申
（H13.11）

パ
リ
協
定
採
択

27

森
林
・
林
業
基
本
計
画
／
森
林
法
等
改
正

28

東日本大震災
（H23.3.11）

紀伊半島大水害
（H23.9）

西日本豪雨（H30.7）

九州北部豪雨
（H29.7）

伊勢湾台風（S34.9）
死者・行方不明者：

5,098名

狩野川台風（S33.9）
死者・行方不明者：

1,269名

カスリーン台風（S22.9）
死者・行方不明者：11,930名

三六災害（S36.7）
死者・行方不明

者：357名

新潟県中越地震
（H16.10）

熊本地震
（H28.4）

雲仙普賢岳噴火
（H3.6）

民生安定のため山地災害対策の
支援制度を充実させる

昭和57年7月豪雨（熊本・長崎）

15

森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
策
定

荒
廃
地
実
態
調
査

21

カ
ス
リ
ー
ン
台
風

22

第
一
次
治
山
計
画
樹
立

23

水
源
林
造
成
事
業
開
始

24

第
一
回
全
国
植
樹
祭

25

第１全国植樹祭
（山梨県甲府市）

地
す
べ
り
等
防
止
法
制
定

33

保
安
林
配
備
調
査

23

治
山
十
カ
年
計
画
策
定

35

造
林
未
済
地
へ
の
造
林
が
一
応
完
了

31

1950年代まで、土砂災害や水害がくり返し発生

林業総生産の
増大、林業従
事者の地位向
上等が課題に

森
林
法
改
正
（
伐
採
許
可
制
の
緩
和
等
）

37

劣化・荒廃した森林
の回復が急速に進む

第9次計画
まで策定

林業基本法の下、拡大
造林や林道整備、機械
化等の施策が展開

戦後の復旧造林、需要急増に対応した拡大造林→ 人工林1,000万ha

治
山
技
術
基
準
制
定

46

保安林制度と一体
化した治山事業

復旧治山に加え、予防治
山事業を開始（S31～）

森
林
法
改
正
（森
林
計
画
制
度
・
保
安
施
設
地
区
制
度
の
導
入
等
）

26

1960年代末までには海岸
林の造成がほぼ完成

海岸林造成事業の
再開（S23～）

水系主義
の導入

新
河
川
法
施
行

40

治⼭技術の整
理と体系化

保安林整備事業
を開始（S46～）

治山激甚災害特別対策緊
急事業を開始（S51～）

災害関連緊急治山事
業を開始（S58～）

昭
和
50
年
代
前
期
経
済
計
画
決
定

51

新
経
済
社
会
七
カ
年
計
画
決
定

54

• 台風17号、秋雨前線豪雨（S51）
• 有珠山噴火（S52）
• 宮城県沖地震（S53）
• 梅雨豪雨、台風15号・18号（S56）

間
伐
促
進
総
合
対
策

56

木
材
需
要
量
ピ
ー
ク
（12
千
万
㎥
）

48

森
林
法
改
正
（林
地
開
発
制
度
の
導
入
等
）

49

山地災害危険地区の
予測技術に係る調査

山
村
振
興
法
制
定

40

森
林
資
源
基
本
計
画
と
全
国
森
林
計
画
策
定

41

数値化理論を用い、
危険度を得点付け

水源地治山の対策推
進（S58～）

京
都
議
定
書
採
択

9

• 北海道南西沖地震
（H5年）

• 阪神淡路大震災
（H7.1）

岩手・宮城内陸地震
（H20.6）

• 有珠山噴火、三宅島
噴火、新島・神津島
近海地震、鳥取西部
地震（H12）

⼀連の災害で過去最多
の⾬量を更新（41都道
府県で被害）

令和2年7月豪雨

気候変動による降雨の
様態などが変化

国
土
強
靱
化
三
か
年
緊
急
対
策

30

東
日
本
大
震
災

23

森
林
経
営
管
理
法
制
定
（森
林
経
営
管
理
制
度
創
設
）

31

国
土
強
靱
化
基
本
法
制
定

25

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
策
定

26

国
土
強
靱
化
五
か
年
加
速
化
対
策

2

第
一
次
国
土
強
靱
化
実
施
中
期
計
画

7

国
土
強
靱
化
基
本
法
改
正
（
実
施
中
期
計
画
法
定
化
）

5

森
林
・
林
業
基
本
計
画
／
間
伐
等
推
進
特
措
法
改
正

3

森
林
経
営
管
理
法
／
森
林
法
改
正

7

能登半島地震
（R6.1）

奥能登豪雨
（R6.9）

岩手県大船渡市
林野火災（R7.2）



 森林における⾏為制限  森林の公益的機能の発揮に向けた対策の実施

Ⅰ. 保安林制度：伐採制限や転用の規制等を課すことにより、
水源の涵養、災害の防備など森林の有する機能を維持・発揮

左記の①～⑦の保安林を対象に、治山事業を実施

水源かん養保安林

土砂流出防備保安林 1982年 1988年 2006年

Ⅱ. 林地開発許可制度：開発行為によって森林の機能が失わ
れることによる災害の防止等を図るため、保安林以外の
民有林における開発行為を規制

① ⽔源のかん養
② ⼟砂の流出の防備
③ ⼟砂の崩壊の防備
④ ⾶砂の防備
⑤ ⾵害、⽔害、潮害、⼲害、

雪害⼜は霧害の防備
⑥ なだれ⼜は落⽯の危険の防⽌
⑦ ⽕災の防備
⑧ ⿂つき
⑨ 航⾏の⽬標の保存
⑩ 公衆の保健
⑪ 名所⼜は旧跡の⾵致の保存

治
⼭
事
業
︵
公
共
︶

भ
対
象

○荒廃山地の復旧

○機能が低下した保安林の整備

○保安林の指定目的（森林法第25条第1項）

国有林⺠有林保安林の種類

農林⽔産
⼤⾂

農林⽔産⼤⾂重要流域①
②
③ 都道府県知事（法定受託事務）その他

都道府県知事（⾃治事務）①〜③以外

○保安林の指定・解除権者

整備前 整備後

※上記のハード整備と併せた地域住民を対象としたソフト対策

森林保全の全体像

3

• 公益的機能の発揮が特に要請される森林：「保安林」に指定。伐採や土地の形質の変更等を規制。
• それ以外の森林での一定規模以上の開発：都道府県知事の許可制（「林地開発許可制度」）
• 現地の状況を踏まえ、土木的工法を用い森林を維持・再生。行為制限と、治山事業の両輪で森林を保全。



⻑期⽅針を定める森林・林業基本計画（法定計画）において、国⼟の保全施策を位置づけ。

第３ １（９）国土の保全等の推進
ア 適正な保安林の配備及び保全管理
特に公益的機能の発揮が要請される森林は、保安林として計画的に指定する。その際、

土砂流出や土砂崩壊のおそれのある森林は、土砂流出防備保安林等に適切に指定する。
（略）

イ 国民の安全・安心の確保のための効果的な治山事業等の推進
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加、豪雪等により、山地災害などが激甚化・頻発化

する傾向にあることを踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」
（令和２年12月閣議決定）等に基づき治山対策を推進する。

具体的には、尾根部からの崩壊等による土砂流出量の増大、流木災害の

激甚化、広域にわたる河川氾濫など災害の発生形態の変化等に対応して、流域治水と連
携しつつ、次の取組等を行っていく。

（ア）山地災害危険地区等における、きめ細かな治山ダムの配置などによる土

砂流出の抑制

（イ）森林整備や山腹斜面への筋工等の組合せによる森林土壌の保全強化
（ウ）渓流域での危険木の伐採、渓流生態系にも配慮した林相転換等による流

木災害リスクの軽減
（エ）海岸防災林等の整備強化による津波・風害の防備

（略）

これらのハード対策と併せて、山地災害危険地区に係る監視体制の強化や情報提供
等のソフト対策の一体的な実施、地域の避難体制との連携により、減災効果の向上を

図る。また、引き続き、山地災害危険地区に関する判定情報の調査分析
や精度向上に努める。

加えて、国土の保全等に不可欠な森林土木事業を適切かつ着実に実施できるよう、
山間部の厳しい条件など現場実態を踏まえた積算や適切な工期設定等を通じ、工事や
設計業務等の品質確保と担い手確保に取り組む。

•森林整備事業と治山事業に関
する事業計画

森林・林業基本計画

政府 森林・林業基本法第１１条第１項

全国森林計画 (15年計画)

•国の森林整備及び保全の方向
•地域森林計画等の指針

農林水産大臣 森林法第４条第１項

地域森林計画 (10年計画)

•都道府県の森林関連施策の方向

•伐採、造林、林道、保安林の整備
の目標等
•市町村森林整備計画の指針

都道府県知事 森林法第５条第１項

即して

即して（民有林）

森林整備保全事業計画
(５年計画)

 森林計画制度の体系

 森林・林業基本計画（令和３年６⽉15⽇閣議決定）（抜粋）

•長期的かつ総合的な政策の方向・
目標

農林水産大臣 森林法第４条第５項

（第１条）森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、
森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国
民経済の発展とに資することを目的とする。

 森林法（昭和26年法律第249号）の⽬的

※５年に１度改定する旨を法で
規定

治⼭事業と森林計画制度との関係

4



 森林・林業基本計画
（令和３年６⽉15⽇閣議決定）（抜粋）

 豪⾬災害に関する今後の治⼭対策の在り⽅検討会
（とりまとめ）（令和３年３⽉）（抜粋）

 森林が有する土砂流出防止機能・洪水緩和機能は、治山対策・森林整
備の進展により、歴史的・ 全国的にみれば過去と比較して良好な状
態。他方、地域ごとにみれば、手入れ不足の森林、病虫 獣害被害森
林、台風による風倒被害森林等では保水力等機能低下が懸念

 今後、気候変動の激化により降雨量や渓流の流量が増大し山地災害・
洪水被害とそれに伴う流木 災害が一層激甚化するおそれがあること
から、山地・渓流対策の一層の強化が必要

 強化していくべき具体的な対策

（１）森林の土砂流出防止機能の維持・向上対策

▼尾根部崩壊対策：

災害履歴がある箇所等を対象としたリモートセンシング技術による微

地形や崩壊予兆の監視、発生抑制対策

▼渓流侵食対策：

タイプの異なる治山ダム（土石流に耐えうる治山ダムと、小規模治山

ダムの階段状配置や高密配置）の効果的な配置や

将来の危険度を低減させる林相転換渓流沿いの危険木の事前

伐採の推進

▼同時多発化対策：

危険度が特に高い約1.3万地区の着手率向上と既存ストック有効活用

▼対象箇所の選定方法高度化：

山地災害危険地区に関する判定情報の調査分析や精度向上

（２）森林の洪水緩和機能の維持・向上対策等

▼森林整備と簡易土木工法（等高線状の筋工設置等）の組み合わせ

対策の面的推進

▼河川の流路断面を閉塞させないよう流木・土砂流出抑制対策の推進、

流域治水との連携推進

反映

第３ １（９）国土の保全等の推進
ア 適正な保安林の配備及び保全管理
特に公益的機能の発揮が要請される森林は、保安林として計画的に指定する。その

際、土砂流出や土砂崩壊のおそれのある森林は、土砂流出防備保安林等に適切に指定
する。（略）

イ 国民の安全・安心の確保のための効果的な治山事業等の推進
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加、豪雪等により、山地災害などが激甚化・頻発

化する傾向にあることを踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対
策」（令和２年12月閣議決定）等に基づき治山対策を推進する。

具体的には、尾根部からの崩壊等による土砂流出量の増大、流木災害の

激甚化、広域にわたる河川氾濫など災害の発生形態の変化等に対応して、流域治水と連
携しつつ、次の取組等を行っていく。

（ア）山地災害危険地区等における、きめ細かな治山ダムの配置などによる土

砂流出の抑制

（イ）森林整備や山腹斜面への筋工等の組合せによる森林土壌の保全強化
（ウ）渓流域での危険木の伐採、渓流生態系にも配慮した林相転換等による流

木災害リスクの軽減
（エ）海岸防災林等の整備強化による津波・風害の防備

（略）

これらのハード対策と併せて、山地災害危険地区に係る監視体制の強化や情報提供
等のソフト対策の一体的な実施、地域の避難体制との連携により、減災効果の向上を

図る。また、引き続き、山地災害危険地区に関する判定情報の調査分析
や精度向上に努める。

加えて、国土の保全等に不可欠な森林土木事業を適切かつ着実に実施できるよう、
山間部の厳しい条件など現場実態を踏まえた積算や適切な工期設定等を通じ、工事や
設計業務等の品質確保と担い手確保に取り組む。

前回(R3)治⼭検討会での議論の森林・林業基本計画への反映状況
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① ②

③

④

（出典：⽟井幸治「森林の持つ『洪⽔災害の軽減機能』」
（⼭林第1635号（2020））

■森林⾯積（保安林⾯積）の推移 ■１件の⾵⽔害による死者数の推移

■１件の⾵⽔害による崩壊発⽣件数の推移

■洪⽔氾濫⾯積の推移

○1,930～1,950年代に掛けて洪水被害が多発

○1,950～1,960年代に水源涵養保安林を中心に保安林面積が
増加（1,960～1,980年の20年間に保安林面積が３倍に増加）

○１件の風水害による山地斜面の崩壊発生件数と洪水氾濫面積は、
1,970年代以降、減少傾向。

○森林造成(保安林指定含む)が進んだ時期と、山地の崩壊発生
件数と洪水氾濫面積が減少した時期が連動。
森林の土壌が崩壊によって消失せずに発達したことにより、
洪水被害の軽減に貢献してきたことが示唆。

森林の有する機能の歴史的変遷について



治山ダム

流木発生

流木堆積
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森林の有する機能の歴史的変遷について
■全国における年間の⼭地災害（⾯積）の変化

1955~1959年 ︓約1.1万ha/年

2018〜2022年 ︓約320ha/年
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（年平均）

全国における⼭地災害発⽣⾯積の変化

(ha)
約1.1万ha

約320ha

新潟県における治山対策

（治山施設箇所数）

森林整備による森林資源の回復

（人工林の樹齢構成）

(箇所)
(mm) (億円)

(ha)

降水量は新潟県高根、三面、中条、下関、村上地点の合計、山地災害被害額は新潟県全体での比較。
「昭和42年羽越豪雨」の総降水量は昭和42(1967)年8月26日から29日まで、令和４(2022)年８月の大雨
の総降水量は同年８月１日から６日までの日降水量の合計。

治山ダム

造林地が緩衝林と

して機能し流木の

流出を抑制

治山ダムにより土砂・流木の流出を抑制
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昭和41(1966)年度

令和４(2022)年３月末時点

（齢級）

（万ha）

資料︓林野庁「令和６年度森林・林業⽩書」（令和７年６⽉）

⼈⼯林の齢級構成の変化

総降水量と山地災害被害額の比較

（昭和42年と令和４年の比較）

資料︓林野庁「令和４年度森林・林業⽩書」（令和４年５⽉）

治山ダム・緩衝林の効果発現事例

（新潟県村上市）

～約50年の治山・森林整備対策～

1982年 1988年 2006年

■治⼭対策と森林整備の効果事例



森林の防災機能の向上（研究事例）
成熟した森林は若い森林と⽐較して、より規模の⼤きい豪⾬に対して防災機能を発揮（＝崩壊まで耐えるこ

とが）できることが学術的に明らかにされている。（佐藤など、2023）

【研究の内容と成果】

災害発⽣箇所はそれぞれ、加計町で林齢10
〜30 年のスギ⼈⼯林、朝倉市で林齢40年
以上スギ・ヒノキ⼈⼯林。ともに表層崩壊
が多く発⽣。

災害を発⽣させた降⾬特性を三段直列タン
クモデル（※1）で推定し、統計⼿法によっ
て再現期間（※2）に変換。

再現期間を⽐較すると、1988年に発⽣した
加計災害では23.6年、2017年に発⽣した朝
倉災害では69.8年。

両地域間で地質や地形的特徴に⼤きな違い
がないことから，この46.2年の差は 森林
の成熟度の違いで⽣じたと考えられる。

つまり、成熟した森林は若い森林と⽐較し
て，より規模の⼤きい豪⾬に対して⼟砂災
害防⽌機能を発揮できることが明らかに
なった。

1988年７⽉豪⾬災害
（広島県旧加計町）

2017年九州北部豪⾬
（福岡県朝倉市）

災害発⽣に⾄るまでの
再現期間が増加

※１︓降⾬・浸透・流出過程を孔の開いたタンクを⽤いてモデル化したもの。
気象庁の⼟砂災害警戒情報等の判断基準となる⼟壌⾬量指数の算出にも
⽤いられる。

※２︓観測された事象が平均してどれぐらいの期間に⼀度起こるかを表すもの。

出典︓https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/967
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⼯事箇所とＵＡＶの運搬ルート

（事例①）ワイヤーネットによる緊急対策（⻘森県外ヶ浜町）

緊急対策３ヶ⽉で完成（治⼭ダム本体︓完成まで１年以上）

既存の治⼭ダム

（事例②）コンクリートブロックを活⽤した⾕⽌⼯
（⻑野県飯⼭市）

従来の治⼭ダムと⽐較し、施⼯期間が約60⽇間短縮
（型枠設置の省略、養⽣期間不要）

（事例②）急峻な⼭腹⼯事における資材運搬
（徳島県三好市国有林）

ＵＡＶによる運搬を試⾏（省⼒化、労働負荷の軽減）

資材を運搬するＵＡＶ

（事例①）UAVを活⽤した測量（岩⼿県久慈市国有林）

⼭腹崩壊地全景 UAVレーザ計測結果

１⽇で調査が完了（従来⼿法なら１０⽇以上を要する）

UAV写真測量による
３Dモデル被災状況及び施⼯位置 ワイヤーネットの設置

施⼯中 施⼯後

治⼭現場における事業実施の効率化・労働強度軽減事例

29

■既製品の活⽤ ■UAVの活⽤



ICT活⽤⼯法と従来⼯法における作業⽇数の⽐較

（事例①）能登半島地震対応における活⽤（⽯川県奥能登地域）

調査のまとめ時間︓１⽇あたり７時間から1.5時間に削減
位置情報との紐付けが可能。応急対策以降の迅速化。

既存の治⼭ダム

（事例②）災害対応の迅速化に向けたアプリの導⼊（徳島県）

点検結果⼊⼒アプリを導⼊し効率化。研修も実施。

（事例①）３次元設計データ及びＩＣＴバックホウの活⽤
（福井県若狭町国有林）

起⼯測量や施⼯に係る作業時間を８⽇減（約３割減）

地上型レーザスキャナーによる
起⼯測量

（事例②）ＩＣＴバックホウ等の活⽤（島根県奥出雲町）

起⼯測量や掘削作業に係る⽇数・⼈員が約１週間削減。

アプリを活⽤した現地調査の様⼦ 結果閲覧⽤サイト

調査結果⼊⼒フォーム
（徳島県独⾃版）MＧバックホウによる掘削３Ｄモデルによる掘削⼟量の確認

バックホウ搭載モニタ画像

※スマホ・タブレット端末ひとつで現地調査結果の報告等が可能。令和元年度に林野庁が開発

ヘルパー向け操作研修会

治⼭現場における事業実施の効率化・労働強度軽減事例
■ICT等新技術の活⽤ ■⼭地災害調査アプリの活⽤
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（事例①）地域ぐるみの防災（京都府福知⼭市）

災害履歴や⼭の状況を防災マップに反映。早期避難を促す
モニタリング班の創設。⾃治体における防災体制を強化。

ワークショップによる防災マップの作成
（学識経験者・市・⾃治区）

⼟壌⾬量指数、斜⾯変化の監視
（モニタリング班が地域全体に共有）

地域リーダーの育成（座談会）
（県・市・⾃治区）

危険地区の確認、地域課題の解決
（治⼭事業計画の検討）

（事例②）⼭地防災マップの作成（⻑野県松本市）
【事前防災対策に活⽤】

地域で協⼒して詳細な地形や治⼭ダム等の情報を記載した
⼭地防災マップを作成

地域住⺠による防災マップの作成 微地形図を活⽤した⼭地防災マップ

（事例①）能登半島地震における災害復旧や治⼭計画の策定
（⽯川県珠洲市等）【復旧対策に活⽤】

⽬視での確認が困難な危険箇所の早期把握、事業計画の検討、
測量・設計の効率化等に寄与

地形変化量データにより堆積⼟砂量を算定 微地形表現図等を活⽤した危険箇所の早期把握

（事例②）地域リーダーの育成（岩⼿県⼋幡平市）

地域課題の解決を担う地域リーダーを育成し、地域住⺠
参加型の現地検討会を主導。地域で⼀体となった取組推進。

治⼭現場における事業実施の効率化・地域⼀体での取組事例
■航空レーザ計測データの活⽤ ■住⺠と連携した防災の活⽤

31



中期的な視点による技術開発等

施設配置の検討

AIを活⽤した施設配置の検討

■災害時初動対応をスピード
アップするための技術開発

⼭間奥地における電波問題の解消衛星データの利⽤

■対策の実施箇所の選定に当たっての技術開発

■⼯事の実施段階での技術開発

治⼭研究発表会など、技術研鑽の場の充実と併せて、将来に
わたっての技術開発の可能性、治⼭・森林の保全の意義など
について、様々な場⾯で積極的に議論を⾏うなどの研鑽に努
める。

■治⼭対策を取り巻く技術開発 ■⼈材育成・⼈材確保

・技術開発を積極的に⾏うなど、計画、設計、施⼯の各段階での⼯夫を凝らし、対策の進化を図ることが不
可⽋。

・現場で求められる役割が多様化していることを踏まえ、⼟⽊事業体・測量設計会社・メーカー・学識経験
者など、事業に関係する様々な者との連携、ニーズと技術のマッチングを積極的に進めるなど、時代の変
化に対応出来る⼈材を育成していくことが必要。

治⼭技術に係る室内検討 治⼭技術に係る現地検討

⼭地災害調査アプリを使⽤した現地研修 治⼭研究発表会における技術研鑽

32
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（参考）後世に伝えるべき治⼭〜よみがえる緑〜６０選
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（発⾏ ⼀般社団法⼈ ⽇本治⼭治⽔協会）

（林野庁HP）
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